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(論文内容の要 旨)

本論文 は琵琶湖 とその集水域 を主な対象 とし、漁携史研究 を基軸 にす えて、中世 に

おける自然環境 と村落 との関わ りとその変化 を追究 したものである。

まず序章 「戦後 の歴史学 の自然環境理解 と村落論」 では、 自然環境 と村落 に関わ る

日本 中世史の研究史の骨格 を示 してい る。最初 にいわゆる「戦後歴史学」、 「網野史学」

における自然環境認識 を検討 し、 自然環境 を議論 の根幹 に措定 しながらも、 自然 その

ものに対す る追究 がない ことを指摘 してい る。ついで中世村落 の二重構成論 と藤木久

志の 「自力の村」論 を検討 し、 これも自然 に対す る分析がない ことを批判する。そし

て最後 に、近年の 「環境史」研究が、大 き くは地球科学への接近 と生態学への接近 と

に分類できることを示 し、その 自然環境認識 はこれまでの歴史学の 自然環境認識 とは

根底か ら異なることを主張 してい る。

第一部 「生業 と村落」では、主 に中世琵琶湖漁携研究 を通 じて、 「水辺」における漁

携の歴史的意義 を究明 してい る。

第一章 「琵琶湖 における一三世紀 のエ リ漁業権 の転換 とそこにおける村落 の役割」

は、琵琶湖東部奥嶋で展開 していたエ リ漁 についてと りあげ、漁携秩序 の再編成 にお

ける村落 の機能 を明らか にす ることを 目的 としたものである。まず安室知の議論 を参

考に、エ リを漁獲原理 の異 なる二つのタイプ(単 純 なエ リと複雑 なエ リ)に分類す る。

次にエ リ漁 をめぐる13世 紀の漁携紛争 を分析 し、村落住人等の網漁 を妨害するエ リ、

隣村 との武力衝突 が発生 したエ リとは、新規 のタイ プのエ リであるとの仮説 を提示す

る。そして最後 に、13世 紀の琵琶湖漁携発展の背景 として都市需要の拡大を想定 し

て、刺網漁、曳網漁、エ リ漁な どが複雑 で緻密 に展開 していたなかで、よ り生産性の

高いタイプのエ リ漁 を導入 して漁携秩序 を再構築す るために、利害調整 の装置 として

強固で小 さな村落 が組織 された ことを論 じてい る。

第二章 「中世 における琵琶湖漁携 の実態 とその歴史的意義 一湖辺エ コ トー ンの漁携

を中心 に 」 は、特権的漁携 を中心 として描 かれ てきた琵琶湖漁業史 を批判 して、琵

琶湖 の湖辺 における漁携の実態 と変質 を明 らかにし、村落 の 自立化 との関わ りを追究

す る。まず これまでの琵琶湖 「漁業史」研究 を総括 し、多様な生業 のなかのひ とつ と

して漁携 を捉 える視点がない ことを批判す る。次に漁業権紛争史料 な どに注 目して特

権的漁携集団以外 の漁携の存在 を明 らかにし、漁携は湖辺 の中世村落の生産構造 には

じめか ら組み込まれていた と結論づける。また関連 して、13世 紀 を画期 とす る漁獲

原理 の異 なるエ リの導入が、小 さな村落 の分立 とその 自立を支 えた可能性 を指摘 して
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い る。そ して最後 に、コイ科魚類 と人間 との関係性の解明のためには、コイ科魚類の

消費実態 とその変化 を明らか にす る必要があると主張してい る。

第三章 「中世 における 『水辺』の環境 と生業 一河川 と湖沼の漁携か ら 」では、陸

域 と水域 とが常 に推移す る自然環境(以 下、 「水辺」とす る)に 着 目し、そこでの漁携

の実態 を解明す ることで、網野善彦 の海民論や 中世漁業史研究 を克服す ることをめざ

してい る。まず荘 園制 の枠 内に 「河原」、 「河辺」、 「浜際」な どと認識 されていた 「水

辺」が広 がっていたことを確認す る。次にその 「水辺」の漁携 の主体 に注 目し、海民

とい う概念 には包摂 されない武者、地頭 ・御家人、荘官、荘民による漁携が存在 し、

網野が主張す るような特権的な漁携 は貫徹 していない ことを明 らかにす る。その うえ

で、 「水辺」では、大規模で高度な漁携 とその 日の生活 を成 り立たせ るための小規模で

素朴 な漁携が競合 しつつ も併存 していた と捉 える。最後 に、飢饅が慢性化 していた中

世社会のなかでは魚類 に対す る需要は高 く、 「水辺」の漁携 は小規模 なものであっても

市場 と結 びついていた可能性があるこ とを主張す る。

補論1「 中世琵琶湖 における殺生禁断 と漁携」 は、琵琶湖の寺辺殺生禁断の実態 を

紹介す るとともに、殺生禁断 をめぐる漁携者 の心性の問題 を取 りあげ、その歴史的意

義 を論 じたものである。まず 『石 山寺縁起絵巻』に見 られる寺辺の殺生禁断について

紹介 し、長命寺の寺辺殺生禁断の事例 によって、神社 の供祭のためのエ リ漁 と殺生禁

断 とが漁獲の量的制限 とい う形 で折 り合いが付 けられ ていたことに注 目す る。その う

えで、13世 紀 には殺生 を否定す る観念 と肯定す る観念 とが対立 してお り、漁携者が

殺生 をめ ぐる葛藤 を抱 えていた ことを指摘 し、そのことが免罪のための放生や動物供

養の展開を導 くとの見通 しを示 してい る。

補論2「 寺辺殺生禁断試論 宗教的戒律 のつ くる景観一」では、寺辺の殺生禁 断に

ついて、寺院からの視界がその領域設定 に影響 を与 えたのではないか との仮説 を提示

してい る。まず寺辺殺生禁断令 の展 開に触れ、法令で定める 「寺辺二里」 とい う範囲

は権力中枢でもフィクシ ョンと認識 され ていたことを指摘す る。ついで長命寺 と石 山

寺の寺辺 の殺生禁断 と寺院か らの視界 との関わ りについてGISを 用いて検討 し、長

命寺では視界 が開けた南方 のみを基点 として広い範囲で、石山寺では視界の焦点 であ

る瀬 田川 に限定 して狭い範囲で殺生禁断が行われ ていたことを明らか にしてい る。

補論3「 中世前期の堅田漁携 一 『賀茂御祖皇太神宮諸 国神戸記』所収 堅 田関係史料

の紹介 」は、 『賀茂御祖皇太神宮諸 国神戸記』(以 下、『神戸記』とす る)所 収の中世

前期 の堅 田漁携 に関す る史料 を紹介 し、中世前期 の堅田漁携の貢納 の実態、漁携 の保

障、漁期 と漁法 について検討 を加 えたものである。まず 『神戸記』の書誌情報 を整理

した うえで、翻刻 と校訂 を示 している。次 に貢納 について検討 し、厳寒期 とフナ属等

の産卵期 の恒例 の貢納 の外 に臨時の貢納があ り、一定 の寸法 を満た したフナ属等 が年

間 を通 じて貢納 されていた ことを確認す る。その うえで、堅 田の漁携 を検討 し、飢饒

と不漁 とい う問題 を抱 えた堅 田は下行米 を度 々求 めてお り、下行米 を前提 とした漁携
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であったこと、 「網地」に依拠 した漁携は、一定の漁業権に基づいた定置性の網漁であっ

た可能性 が高 く、 自由な漁携 とはいえない ことを指摘す る。そ して最後 に、中世前期

の堅田漁携は、中世後期 に比 して脆弱であ り、網野善彦の理解 には従 えない と結論づ

けてい る。

補論4「 年 中行事 と生業の構造 一琵琶湖 のフナ属 の生態 を基軸 として一」では、ま

ず 「年中行事 と生業」 に関わ る研究史 を整理 して消費研究 の重要性 を指摘 し、中世下

鴨神社 にお ける御厨の成立が神社の主導によるものであったことに注意 を促す。つい

で年 中行事書等の分析か ら旧暦4月(5月 頃)の 賀茂祭 と旧暦11月(12月 頃)の

相嘗会 とい う消費の二つの核が存在 していた との見通 しを示す。その うえで、参考 と

して山科家の 日記類に登場す るフナの記事 よ りその消費暦 の概要 を把握 し、15世 紀

の山科家 ではグレゴ リオ暦で 「四月か ら六月」とい う贈答 と貢納の ピー クと、 「一二月

か ら二月」とい う貢納のピークがあったことを明らかにしている。 これ らの うち、 「一二

月か ら二月」 までの消費はあ くまでも貢納の ピー クであ り、漁携 は消費者の都合 に応

じる目的で展 開していた可能性 があることを指摘 してい る。

第四章 「中世 における魚介類 の都市消費 と漁携」は、環境史研究 を 目的 とした消費

研究 を志 したものである。まず15世 紀 における堅 田漁携 の実態 を追究 して、 旧暦3

月か ら4月 にかけての他浦地先水面 内にお ける夜 間密漁 とい う漁携形態 こそがこの段

階の歴史的特質であると捉 える。次にその主な対象魚種 と漁期 を検討 し、王権 にまつ

わ る物語 と結びつけられて13世 紀頃 に名産化 した「堅 田の鮒」こそが漁獲対象であっ

たと考 えるのが最 も妥 当であ り、4月 か ら6月 にかけて産卵のため湖辺 に接近する産

卵期 のフナ属 がターゲ ッ トであった とす る。 さらに山科家の 日記類 を素材 として首都

京都 の貴族社会 におけるフナ属消費の実態解 明を試み、贈答、貢納 と上納、飲食 のい

ずれ をとっても産卵期 に消費の ピークがあることから、旬 が成立 していたことを明 ら

かにす る。そしてここか ら、魚類の季節的な生態 に規定 された旬の時期 の消費が、産

地の漁携 と連動 してお り、漁携形態そのものにも影響 を与えたことを導 きだしている。

第二部 「荘郷 とムラ」では、い くつかの事例 をとりあげ、中世村落の流動性 と荘郷

の下位 に位置す る村落(ム ラ)の 確立 を論 じている。

第五章 「荘園公領制再編成 の一前提 一辻太郎入道法名乗蓮 とその一族一」は、13

世紀後半 のある中間層一族 の実態 を明らか にす ることによって、従来の西国御家人制

度研究 を再検討す るとともに、荘園制再編成 の歴史的な意義 を論ず ることをめざした

ものである。まず御家人領であった東寺領若狭国太良庄末武名 の名主職相論 の過程 を

9段 階 に整理す る。次に相論の一方 当事者である乗蓮 が宮川庄 出身の凡下身分であっ

たこと、 ところが辻 とい う名字 を持つ侍 品 となっていたこと、そして相論の第6段 階

に至るまで御家人 と認定 されていたこ とを論証す る。その うえで、乗蓮 が御家人 とな

れたのは、御家人雲厳の継智として教養報恩を行い、守護代 ・又代 と関係 をとり結び、

御家人役 を勤仕できるだけの財力 を蓄積 していたためであった ことを明 らかにす る。
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その一方 で、乗蓮一族 の没落の要因 として、所領経営の不安定 さや他の国御家人 と婚

姻関係 を結ぶ ことができない とい う身分的限界性 を指摘 し、最後 に、乗蓮の ような「侍

身分 の周縁 に族生 しつつあった階層」の運動 が荘 園制 を下か ら支 えていたが、それ を

村落 のなかに埋没 させ よ うとす る力 が荘園制再編成の要因 となった と主張す る。

第六章 「王家領備前国豊原庄 の基礎 的考察」では、王家領備前国豊原庄 を素材 に王

家領荘園の村落の実態 に迫 ろ うしてい る。まず豊原庄 が王家領 の中でも中核 に位置づ

けられていた点 を明らか にし、給主(預 所)の 変遷 をま とめ、成立時期 を11世 紀前

半 と推定す る。次に重源 によって開発 された南北条 ・長沼 ・神崎 に注 目し、成立の過

程、規模 について整理 し、相論 の分析か ら院役賦課の論理 の貫徹力 が相 当強力であっ

たことを主張す る。そ して最後 に、荘域 について考察 し、在地 の領主勢力 について整

理 した うえで、13世 紀以降登場す る 「豊原六 ヶ郷」 が荘民の生活 の単位であったこ

とを論 じている。

第七章 「近江国野洲郡兵主郷 と安治村 一 中世村落の多様性 ・不安定性 ・流動性 ・階

層性 について 」 は、近江国野洲郡 の兵主郷 とその下位の村落 である安治村 とをとり

あげ、藤木久志の 「自力の村」論 を再検討 したものである。まず近世の水利 と祭祀か

ら郷 の構造 を検討 し、水利 をともにす る村々の社会組織ではな く、兵主神社 の神主 を

祭祀 の頂点 として、特定のム ラが優位 した り、ムラとは別次元で編成 された漁携組織

が優位 した りしながら構成 され ていたことを指摘す る。次に兵主郷 の成立 を検討 し、

14世 紀 に下位の村落 レベルでまず成立 し、兵主神社神館 を核 に次第 に拡大す る形で

上位 の村落 レベル の兵主郷が成立 したことを明らかにす る。その うえで、重層的な構

造をもつ中世村落 は、上位の村落も下位の村落 も固定的に編成 されていたのではな く、

編入や離脱 などを繰 り返 していたことを述べ、最後 に、安治村の ヨシの利用 に着 目し、

安治村 にとっての最重要の課題 は、神館 を核 とす る兵主郷 の秩序か らいかに自立的 に

資源 を確保す るか とい う点 にあった と指摘す る。

第八章 「中世 の 『水辺』 と村落 一 『資源のよ り稠密 な利用』をめ ぐって 」では、

政治史の枠組みのなかで立論 された中世村落 の二重構成論 を複合生業論 の立場か ら再

構築す ることをめ ざしている。まず奥嶋周辺 の陸域 と水域 とが推移す る 「水辺」 とい

う環境 に注 目して、そ こがク リー ク地帯 で、エ リ漁の漁業権が成立 していた ことを明

らかにす る。次 に13世 紀以降の漁携 の展開方向を検討 し、 自然 を克服 して面的に利

用 を拡大 しよ うとす る方向性のものではな く、限 られ た空間で、 自然のあ り方 をより

巧妙 に利用 していこ うとい う方 向性 のものであると捉 え、 「資源 のよ り稠密な利用」と

位置づ ける。そして最後 に、それぞれが 「資源利用の稠密化」に向けてせめぎ合 って

い る中で、荘郷だけがそれ を抑制 しよ うとす る方 向性 を示 していた ことを確認する。

その理 由については、 「小規模 で素朴 な漁携」の個別の漁業権 を自己否定す るような微

細な利害 の調整は、荘郷のよ うな大 きな村落 では不向きで、 自然 と密着 した身近 な小

さなム ラであるが故にできたのではないかと結論づ けている。
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(論文審査の結果 の要旨)

本論文 は琵琶湖 とその集水域 を主な対象 としつつ、漁携史研究 を基軸 にすえて、 中

世にお ける自然環境 と村落 との関わ り、お よびその変化 を追究 したものである。本論

8章 と補論4編 は 「生業 と村落」 「荘郷 とムラ」の2部 に分かたれ、冒頭 に戦後の中世

史研究の 自然環境認識 を整理 した序章が置かれてい る。

人 と自然環境 との関係 に対す る関心は、 日本史研究 が常にもちつづ けてきたもので

あるが、早 くから積極的 に環境 に関す る研究 に取 りくんできたのは中世史である。 し

か しその研究は発展 を措定す る歴史観や近代化を推進する時代的な背景 に規定 されて、

自然認識 において偏 りをもたざるをえなかった。 自然 を人 間によってや がて克服 され

る対象 として位置づけるのは、 「日本 の諸地域 で遂行 された人間の自然に対す る闘い」

の究 明をめざした農村史のみな らず、 「戦後歴史学」に共通す る認識 であった。農業以

外の生業 にたず さわる非農業民 の活動 とその場に注 目した網野善彦 も、 「自然そのもの

の 「論理」」 を強調す るものの、 「自然そのもの」については無関心であった。一方、

中世においては個別経営 とともに、村落が 自然環境 に向きあ う主体 として存在 したが、

これ までの有力な中世村落論、村落構造 の 「二重構成論」や村落の 自主性 を強調す る

「自力の村」論でも、 自然環境 に対す る独 自の分析はなされなかった。論者 は、近年

盛んになってきてい る 「環境史」が こうした これまでの中世史研究 とは異な り、 「自然

そのもの」 を問 う姿勢 をもってい るこ とを高 く評価 し、そのなかで行われてい る地球

科学や生態学 の知識 を動員 した研究 を継承 して、中世 における自然環境 と村落 との関

係の捉 えなお しを図っている。

生態学 などの知識 も踏まえて行われた研究 の成果は多岐にわたるが、主要なものは

次の4つ にま とめ られ るであろ う。まず第一に、琵琶湖のエ リ漁の13世 紀 における

転換 を、村落 の役割 と関連づ けて究 明したことである。水 中に篭 を張 り、魚 をツボに

追い こむエ リ漁は琵琶湖の伝統的漁法の一つであるが、論者はまず、 これ を漁獲原理

の異 なる2つ のタイプ(単 純なエ リと複雑なエ リ)に 分 ける。ついで琵琶湖東部奥嶋

で13世 紀 に発生 した漁携紛争 の分析 を通 じて、後者 のよ り発達 したエ リが この時期

に出現 したこと、その背景 に都市需要の拡大 があった ことを指摘す る。その うえで、

こうしたよ り生産性の高いエ リ漁 を導入 して漁携秩序 を再構築す るために、利害調整

の装置 として強固で小 さな村落 が組織 された と論 じる(1章 、8章)。 複雑なタイプの

エ リの出現時期 を具体的に明らかにした点 は、琵琶湖漁携史 にとって大 きな意味 をもっ

ている。

第二 に、 「水辺」(陸 域 と水域 とが常に推移す る自然環境)に おける漁携の実態 を解

明し、中世漁業の多様性 を明 らかにしたことである。荘園制のもとでは「河原」 「河辺」

「浜際」 などと呼ばれ る 「水辺」が広が り、漁携 の格好の舞台 となっていた。論者 は

その漁携 の主体 に注 目し、そこでは漁民 とい う概念 に包摂 されない武者、地頭 ・御家

人、荘官、荘民等 による様々な漁携 が展開していたことを明らかにす る。その うえで、
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これ らを大規模 で高度 な漁携 と生活 を成 りたたせ るための小規模な漁携 に分け、 この

2つ が競合 しつつ並存 していた と捉 える(3章)。 特権 的集 団以外の漁携 の存在 を指摘

し、漁携 は琵琶湖湖辺 の村落の生産構造 には じめから組み こまれていた ことを明 らか

にした研究(2章)と ともに、網野善彦が主張す るよ うな海民 による特権的な漁携の

みでは捉 えられない中世漁業の多様性 を示 したものである。

第三 に、中世 における堅田の漁携 の実態 を、京都の貴族社会 のフナ属消費のあ り方

と関連づ けて解 明した ことである。中世前期、堅田は漁業権が設定 され た各地の拠点

に、定置性の刺網 を張る漁法 をとっていたが、後期 には住人たちはその活動範囲を広

げ、旧暦3月 から4月 にかけて、他浦の地先 において夜間に網 を うつ漁 も行 うよ うに

なる。堅 田の漁法 をこのように復原 した うえで、論者 は後期 において対象 となる魚種

と漁期 を検討 し、 「堅 田の鮒」が13世 紀 頃名産化 した ことも踏まえて、4月 か ら6.月

にかけて産卵 のため湖辺 に接近す るフナ属 こそがその対象 であった と捉 える。 さらに

貴族 の 日記類 を素材に首都京都 の貴族社会 にお けるフナ属消費の実態解 明を試み、贈

答、貢納 と上納、飲食 のいずれ をとっても産卵期 に消費の ピー クがあることか ら、旬

が成立 していたことを明らか にしてい る(4章 、補論3)。 京都 における消費が産地の

漁携 と連動 し、その形態 にも影響 を与 えたことを論 じてお り、漁携史の新 しい動 向を

指 ししめす ものである。

そ して第四に、漁携 を通 じてみた 自然環境 との関わ り方 の変化か ら、中世村落 を捉

えなお したことである。論者は、 クリーク地帯で、エ リ漁 の漁業権 が成立 していた奥

嶋周辺の 「水辺」 に注 目して、①13世 紀以降の漁携 の展 開が、限 られ た空間で 自然

のあ り方 をよ り巧妙に利用 してい こうとす る方向性 をもつ こと、② この 「稠密化」 と

い う新たな資源利用の形態 に適合的な社会組織であったため、 自然 と密着 した下位村

落(ム ラ)が 資源利用の主導権 を握 ったこと、③それが流動性 ・不安定性 を克服 して、

ム ラが確立す る要因ともなった こと、な どを明らかにしてい る(8章)。 ヨシを 自立的

に確保す る重要性 を指摘 した野洲郡安治村の事例(7章)と ともに、 中世村落の二重

構成 を、 自然環境 との関わ りとい う新たな視点か ら論 じたものである。

本論文 は以上のよ うに、中世 の琵琶湖漁携 の実態 を消費のあ り方 まで視野にいれて

解明す るとともに、漁業 を始め とす る資源利用の展開におけるムラの役割 を明 らかに

す ることによ り、人 と自然 の関係史を地域 に即 して大 き く前進 させ た。 とはい え、望

むべき点 もみ られ る。琵琶湖集水域 が主な研究対象 となっているが、必ず しもその地

域的な特質が明確 にされていないことである。 しかしこれ も他地域 との比較 とともに、

今後 の課題 とみなすべきものであ り、博士論文 としての価値 を損な うものではない。

以上、審査 した ところによ り、本論文 は博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認め られ る。2013年2月22日 、調査委員3名 が論文内容 とそれ に関連 した

事柄 について 口頭試問をお こなった結果、合格 と認めた。
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